
令和４年９月吉日 

作成：多治見市役所秘書広報課（電話 22-1372） 

1 

 

令和４年度池田地域  地区懇談会（要旨）  
 

１  概要  

【テーマ】  令和４年度主要事業について  

【日  時】  令和４年５月 1 9 日（木）  1 9： 0 0～  

【場  所】  池田町屋公民館  

 

２  おもな意見  

①  池田児童遊園の愛護会に対する報奨金について、実績報告書の受付が年度

末となっています。四半期ごとに受け付けてもらえませんか。  

回答（市長）  

確認して後日回答させていただきます。  

【後日対応（緑化公園課）】  

愛護会の報奨金は、 1 年間の公園愛護活動への謝礼であるため、年度末に

実績報告書を受け取り、振り込み手続きを行っています。年度途中で年間

の活動が終了する団体も存在するため、活動終了時点でも実績報告書をご

提出いただけるようにします。  

 

②  公園愛護会の報奨金は公園の面積によって算定されています。活動回数

に応じて金額を算定することはできますか。  

回答（市長）  

確認して後日回答させていただきます。  

【後日対応（緑化公園課）】  

活動回数に応じた報奨金の算定について、検討を行いましたが、各愛護

会で 1 回の作業内容が異なるため、一概に回数で報奨金を増減させるこ

とが困難であるため、従前どおりの算定方法としております。  

 

③  池田児童遊園の樹木の剪定について作業をお願いしたいです。  

回答（市長）  

確認して後日回答させていただきます。  

【後日対応（緑化公園課）】  

樹木の剪定について、部分的な枯れが枝等の落下につながるようなもので

はないことを確認いたしました。手の届く範囲については引き続き地元の

皆さんにお願いします。手が届かない範囲については市役所にご連絡いた

だければ幸いです  

 

④  本庁舎の建て替えが市議会で審議未了になった場合、いつまで本庁舎の建

て替えについての議論を続けますか。  

回答（市長）  

2 年前に議会で審議未了廃案となってから、市民の意見を伺う最大限の努

力をしてきました。今度の 6 月議会でどのような結論が出るのかがわから

ないため、現時点で回答はできません。  

 

回 覧  
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⑤  小中一貫教育校は今後、笠原地域以外にも検討していきますか。  

回答（市長）  

笠原小中一貫教育校で子どもたちの教育に良い効果が出た場合は、その効

果を他の小中学校で応用可能か検討していきます。  

 

⑥  北消防署の移転に伴い、アメダスの位置は移動しますか。  

回答（市長）  

アメダスの観測地は、気象庁が決定します。  

 


